
川崎市立土橋小学校ＰＴＡ規約 

 

 

第１章 名称および事務所 

第 １ 条 本会は、川崎市立土橋小学校ＰＴＡと称する。 

第 ２ 条  本会の事務所を川崎市立土橋小学校におく。 

  

第２章 目的と活動 

第 ３ 条 本会は、保護者と教職員の協力により、児童の幸せな成長のために努力することを 

目的として次の活動をする。 

１ 家庭、学校、地域社会との緊密な連携をはかり、児童の豊かな成長を支援する。 

２ 家庭、学校、地域社会における子どもの教育環境を改善し、生活環境整備に 

協力する。 

３ 会員は、研修を行ない、相互の親睦をはかる。 

４ その他、目的を達成するために必要と認められる活動をする。 

 

第３章 方針 

第 ４ 条 本会は、第３条の目的を達成するために、次の方針にしたがって活動する。 

１ 本会は、教育を本旨とする自主独立の民主団体であり、他からの干渉を一切 

受けない。 

２ 本会は、特定の政党や宗教にかたよることなく、いずれの営利団体をも支持 

しない。 

３ 本会は、学校教育の向上のために意見ならびに参考資料を提出するが、 

学校の管理、運営、人事に干渉しない。 

４ 本会は、児童の教育、福祉のために活動する団体および機関と協力するが、 

干渉を受けない。 

 

第４章 会員 

第 ５ 条 本会の会員は、次の通りである。 

１ 川崎市立土橋小学校に在籍する児童の保護者、またはこれに代わる者。 

２ 川崎市立土橋小学校の校長および教職員。 

第 ６ 条 本会の会員は、会費を納め、すべて平等の権利と義務を有する。 

 

第５章 機関 

第 ７ 条 本会に下記の機関をおく。 

１ 総会 

改正案 



２ 役員運営委員会 

３ 各種委員会 

４ 特別委員会 

５ 推薦委員会 

第 ８ 条 学校長は、学校管理上ならびに教育上すべての集会・会議に出席できる。 

 

第６章 総会 

第 ９ 条 総会は、全会員をもって構成する本会の最高議決機関で、会長がこれを招集する。 

第１０条 定期総会は、年１回開催し、次の事項を決議、または承認する。 

１ 前年度事業報告および決算報告 

２ 活動計画および予算案 

３ その他必要な事項 

第１１条 総会の成立は、会員の５分の１以上の出席（委任状を含む）によって成立し、 

議事は、出席者の過半数をもって決議する。 

     ただし、不測の事態により総会実施が困難な場合において、PTA 役員会により紙面

総会実施を判断できるものとする。尚、紙面総会の方法（電磁的方法を含む）は 

問わないが、決議は通常総会と同等条件で実施する。 

 

第７章 役員会  

第１２条 本会に下記の役員をおく。 

  １ 会長 １名 

  ２ 副会長 若干名（２名以上） 

  ３ 会計 若干名（２名以上） 

  ４ 書記 若干名（教職員を含む２名以上） 

第１３条 役員の任務は、次の通りとする。 

  １ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

  ２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、任務を代行する。 

３ 会計は、会計事務の処理、財産の管理にあたり、予算提案ならびに決算報告を

する。 

４ 書記は、諸会合の通知、議事の記録、文書の作成、処理保存などにあたる。 

５ 役員準備委員は役員の中から構成され、次年度役員を決定する。 

第１４条 役員の決定は、次の通りとする。 

１ 役員の決定は、全会員に立候補者を募り、立候補者同士での話し合いにより 

役職を決定する。役員準備委員会により、全会員へ決定事項を報告する。 

  ２ 役員の任期は、１年とする。ただし、役員を再任することもできる。 

  ３ 役員に欠員が生じた場合、その措置については運営委員会に一任する。 



 

第８章 役員運営委員会 

第１５条 役員運営委員会の構成は、次の通りとする。 

１ 役員運営委員会は、役員、校長および教職員をもって構成する。 

第１６条 役員運営委員会の任務は、次の通りとする。 

１ 総会に提出する議案・報告書ならびに各種委員会で立案した活動計画の審議・

調整・決定。 

２ 細則の設定および特別委員会設置の審議・決定。 

３ その他総会の決議事項ならびに会務の運営に必要な事項。 

第１７条 役員運営委員会は、会長がこれを招集し、月１回開くことを原則とする。 

第１８条 役員運営委員会は、その構成員の２分の１以上の出席によって成立する。 

 

第９章 各種委員会 

第１９条 本会の活動を推進するために、各種委員会をおく。各種委員会について必要な 

事項は、細則による。 

 

第１０章 特別委員会 

第２０条 本会に下記の特別委員会をおくことができる。 

１ 役員運営委員会が必要とみとめたもの 

第２１条 第２０条の委員の決定は、細則による。 

第２２条 特別委員会は必要に応じて設置し、その任務が終了したときに解散する。 

第２３条 特別委員会は、必要に応じて会長の了承を得て委員長がこれを招集し、役員は 

これに出席することができる。 

 

第１１章 役員準備委員会 

第２４条 役員準備委員会は、１月末日までに構成される。 

 

第１２章 会計監査委員 

第２５条 本会は、若干名の会計監査委員をおく。 

第２６条 会計監査委員は必要に応じて、会計監査を行ない、総会において監査の結果を 

報告する。 

第２７条 会計監査の任期は２年とし、立候補により決定し、再任することもできる。 

 

第１３章 経理 

第２８条 本会の活動に要する経費は、会費およびその他の収入をもってこれにあてる。 

第２９条 本会の会費は、予算資料に明記し、総会で承認を得て決定とする。 



第３０条 本会の経費の経理は、総会において議決された予算にもとづいて行なわれる。 

第３１条 本会の経費の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。 

第３２条 本会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第１４章 細則 

第３３条 本会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、役員運営 

委員会の議決を経て定める。 

１ 役員運営委員会は細則を制定あるいは改正した場合は、その結果を次期総会に

報告しなければならない。 

 

第１５章 改正 

第３４条 本規約は、総会において会員の３分の２以上の賛成がなければ改正することが 

できない。 

1 改正案は、総会開催日の少なくとも１週間前に全会員に知らせておかなければ

ならない。 

   

 

付則   

１ この細則は平成１８年（２００６年）６月２８日より実施する。 

２ この規約は平成１９年（２００７年）５月２３日一部改定。 

同年５月２３日より実施する。 

３ この規約は平成２７年（２０１５年）５月１５日一部改定。 

同年５月１５日より実施する。 

４ この規約は令和２年（２０２０年）７月２２日一部改定。 

  同年７月２２日より実施する。 

５ この規約は令和４年（２０２２年）１１月２８日一部改訂。 

  令和５年（２９２３年）４月１日より実施する。 


